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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕
組みが不足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。
○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・
随時対応型訪問介護看護」を創設（平成24年４月）。

＜参考＞

１．第６期介護保険事業計画での実施見込み

平成27年度 平成28年度 平成29年度

３６６保険者
（１．８万人／日）

４８２保険者
（２．５万人／日）

５５７保険者
（３．３万人／日）

２．社会保障と税の一体改革での利用見込み

平成27年度 平成37年度

１万人／日 １５万人／日

月

火

水

木

金

土

日

6時

水分補給
更衣介助

排せつ介助
食事介助
体位交換

排せつ介助
食事介助

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時

通所介護

通所介護

定期巡回

随時訪問

訪問看護

オペレーター

随時対応
利用者からの通報により、
電話やICT機器等による応対・訪
問などの随時対応を行う

通報

定期巡回型訪問

定期巡回型訪問

訪問介護と訪問看護が一体的
又は密接に連携しながら、
定期巡回型訪問を行う

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞

＜サービス提供の例＞

・日中・夜間を通じてサービスを受ける
ことが可能

・訪問介護と訪問看護を一体的に受け
ることが可能

・定期的な訪問だけではなく、必要なとき
に随時サービスを受けることが可能

夜間・深夜の対応は日中と比べて少なく、利用

者からのコールも少ない。（イメージが実態と

大きく異なっていることが多い。）

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】

参入していない事業者は、
「夜間・深夜の対応が中心」

「コール対応が中心」 等のイメージ

実態は、

体位変換
水分補給

２４時間の定期巡回・随時対応サービスについて
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職種 資格等 必要な員数等

訪問介護員等

定期巡回サービスを行う

訪問介護員等 介護福祉士、

実務者研修修了者

介護職員基礎研修、

訪問介護員１級、

訪問介護員２級

・交通事情、訪問頻度等を勘案し適切に定期巡回サービスを
提供するために必要な数以上

随時訪問サービスを行う

訪問介護員等

・ 常時、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員
が１以上確保されるための必要数（利用者の処遇に支障が
ない場合、定期巡回サービスに従事することができる。）

・ 夜間・深夜・早朝の時間帯（午後６時から午前８時まで）について
はオペレーターが随時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務可能。

看護職員

うち１名以上は、

常勤の保健師又は

看護師とする

保健師

看護師、准看護師

PT、OT、ST

・ ２．５以上（併設訪問看護事業所と合算可能）

・ 常時オンコール体制を確保

看護師、介護福祉士等(※)

のうち、常勤の者１人以上

＋

３年以上訪問介護のサービス

提供責任者として従事した者

・ 利用者の処遇に支障がない範囲で、当該事業所の他職種及び同一敷

地内の他の事業所・施設等（特養・老健等の夜勤職員、訪問介護の

サービス提供責任者、夜間対応型訪問介護のオペレーター）との兼務

可能

オペレーター

上記の従業者のうち、１人以上を

計画作成責任者とする。

看護師、介護福祉士等(※)

のうち、１人以上

管理者
・ 常勤・専従の者（当該事業所の職務や併設事業所の管理
者等との兼務を認める。）

（注） ･･･介護・看護一体型にのみ配置が必要となる職種（介護･看護連携型の場合は連携先の訪問看護事業所に配置される）

※１ 訪問介護員等については、利用者の処遇に支障がない範囲で、他の施設等の夜勤職員（加配されている者に限る）との兼務可能
※２ 「オペレーションセンター」の設置は設備基準としては求めず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態も可能
※３ 利用者がコールを行う、オペレーターがコールを受ける際の機器は、一般に流通している通信機器等の活用が可能

（※）・・・看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員

定期巡回・随時対応型訪問介護看護［基準等］

必要となる人員・設備等
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定期巡回・随時対応サービスの人員配置例

日
中

（
8
時
～
18
時
）

夜
間
・
深
夜
・
早
朝

（
18
時
～
8
時
）

随時訪問従事者 定期巡回従事者 オペレーター
看護職員
（一体型）

同一敷地内の
訪問介護事業所

⇒ 事業の実施方法等に応じた柔軟な人材配置が可能

１人
（例）ニーズに応じて定期巡回しながら、コールがあれば対応し、必要があれば訪問。また、

同一敷地内の入所施設の夜勤業務とオペレーターとの兼務も可（ただし、定期巡回サービ
ス・随時訪問サービスに従事する場合は、当該施設の勤務時間に含まれない。）。

2.5人

指定訪問看護
サービスの提
供 も 可 能 。
（2.5人は一体
的に計算）

１人
（例）定期巡回
従事者を兼務
しコールを受
けて訪問

連携型の場合
は、自事業所
に配置不要

１人

（例）待機中の訪問介護職員が随時訪問・定期巡回従
事者を兼務しコールを受けて訪問

１人
（例）定期巡回従事者がオペ
レーターを兼務し定期巡
回しながらコールがあれ
ば対応

必要数
利用者のニーズ
に応じて配置。

オペレーターや随
時訪問従事者と
の兼務可。

同一敷地内の短期
入所生活介護事業
所等

または
・複数事業所間での集約
化
・併設施設等の職員活用
により単独配置不要
※別法人でも可

※同一敷地内の訪
問介護事業所の職
務との兼務も可



オペレーターの配置基準等の緩和（平成27年度介護報酬改定資料）

基準の新旧

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
に次の施設等（※）が併設されている場合

・ 夜間の人的資源の有効活用を図る観点から、夜間から早朝まで（午後６時から午前８時まで）の間にオペレー
ターとして充てることができる施設・事業所の範囲について、「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又
は隣接する施設・事業所」を追加する。あわせて、複数の事業所の機能を集約し、通報を受け付ける業務形態
の規定を緩和する。

概要

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
の同一敷地内に次の施設等（※）がある場合

（兼務要件の見直し）

・一体的に実施できる範囲について、市町村を越
えることを妨げるものではない。
・全国展開している法人の本部で、全国の利用者
からの通報を受け付けるような業務形態は、認
められない。

・ 一体的に実施できる範囲について、市町村を越
えることを妨げるものではない。
・一体的に実施する場合には、随時対応サービス
を行うために必要な情報が把握されているなど、
利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行う
ことができる場合に認められる。

（複数の事業所の機能の集約に関する規定の見直し）

午後６時から午前８時までの間において、オペレーターとして充てることができる範囲

（※）短期入所生活（療養）介護、（地域密着型）特定施設、小規模多機能型居宅介護、グループホーム、（地域密着型）特養、老健、療養型
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定期巡回･随時対応サービス運営基準（他事業所との連携）

【事業の一部委託、夜間･深夜･早朝における随時の対応の集約化】

○ 地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、定期巡回・随時対応型

サービスの実施を可能とする観点から、次による事業所間連携を可能とする。

① 地域の訪問介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所又は訪問看護事業所に対し、定期巡回・

随時対応サービスの事業を「一部委託」すること

② 複数の定期巡回・随時対応サービス事業所間で、夜間・深夜・早朝における随時の対応

サービスを「集約化」すること

○ ①の「一部委託」及び②の「集約化」については、いずれも事業所間の契約に基づき行うこ

ととし、その具体的な範囲については、市町村長が定める範囲内で行うこととする。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護［ 報酬のイメージ（1月あたり）］

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算

利用開始日から30日以内の期間
（30単位／日）

包括ｻｰﾋﾞｽとしての総合的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
（1,000単位／月）

死亡日及び死亡日前14日以内に実施し
たターミナルケアを評価

（2,000単位/死亡月）

介護福祉士や常勤職員等の割合や職員研
修の実施等の要件を満たす場合

退院退所時、医師等と共同指導した場
合（600単位／回）

市町村が定める要件を満たす場合
（500単位を上限）

緊急時の訪問看護サービスの提供
（290単位／月）

（注１）点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外 （注２） は、一体型事業所のみ算定。

通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算
通所系サービス利用１日当たり△62単位～△322単位
短期入所系ｻｰﾋﾞｽ利用時は、短期入所系ｻｰﾋﾞｽの利用日数に応じて日割り計算

医師の指示に基づく看護を受ける者に算定される部分
（看護職員による療養上の世話又は診療の補助）
※ 訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定しない

利用者の要介護度に応じた基本サービス費

一体型事業所

介護・看護利用者 介護利用者

要介護１ ８，２５５単位 ５，６５８単位

要介護２ １２，８９７単位 １０，１００単位

要介護３ １９，６８６単位 １６，７６９単位

要介護４ ２４，２６８単位 ２１，２１２単位

要介護５ ２９，３９９単位 ２５，６５４単位

連携型事業所

介護分を評価

５，６５８単位

１０，１００単位

１６，７６９単位

２１，２１２単位

２５，６５４単位

２，９３５単位

３，７３５単位

連携先訪問看護事業所を
利用する場合の訪問看護費

（連携先で算定）

基本報酬は事業所の形態及び
訪問看護の利用の有無により異なる

（下図参照）

要介護度に応じて全ての者に算定される部分
○定期巡回サービス
○随時の対応サービス
○看護職員による定期的なアセスメント

※加算・減算は主なものを記載

同一建物に居住する利用者に対するサービス提供 （△600単位／月）

介護職員処遇改善加算

・加算Ⅰ：8.6％ ・加算Ⅱ：4.8％
・加算Ⅲ：加算Ⅱ×0.9
・加算Ⅳ：加算Ⅱ×0.8

・介護福祉士4割以上：640単位
・介護福祉士3割以上：500単位
・常勤職員等 ：350 単位
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所数・利用者数等

（資料出所）厚生労働省「介護給付費実態調査」（各年4、10月審査分）

63
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447
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0
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利
用
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数
（
人
）

出典：介護給付費実態調査各月審査分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

13,800 

○ 請求事業所数は増加しており633事業所、１事業所あたりの平均利用者数は微増傾向で21.8人となってい
る。

○ 利用者数は約13,800人で、利用者の約50％は要介護３以上の中重度者である。

■事業所数の推移

■ 1事業所あたりの利用者数の推移

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護受給者数の推移（要介護度別）
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9

訪問介護系サービスにおける定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受給者の比率
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※ 介護保険事業状況報告（平成28年12月分）における平成28年10月サービス分の受給者数（要介護者に限る）より以下の計算方法で算出

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受給者数

訪問介護系サービス受給者数（訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護）

訪問介護系サービスにおける定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の受給者比率の
上位30保険者の比率
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護の受給者が50人未満の保険者
を除外



第６期介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者見込み（平成29年度推計）

北海道 132 滋賀県 10

青森県 36 京都府 16

岩手県 18 大阪府 14

宮城県 28 兵庫県 17

秋田県 17 奈良県 27

山形県 31 和歌山県 23

福島県 49 鳥取県 13

茨城県 28 島根県 8

栃木県 19 岡山県 24

群馬県 32 広島県 6

埼玉県 14 山口県 9

千葉県 24 徳島県 19

東京都 15 香川県 11

神奈川県 11 愛媛県 15

新潟県 20 高知県 24

富山県 1 福岡県 6

石川県 10 佐賀県 3

福井県 11 長崎県 12

山梨県 19 熊本県 38

長野県 56 大分県 11

岐阜県 25 宮崎県 23

静岡県 25 鹿児島県 37

愛知県 27 沖縄県 11

三重県 17 全国計 1042
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○利用者見込みのない保険者数 ○全保険者数に対する利用者見込みのない保険者数の割合（％）

全国平均

※ 全国：1,579保険者 10



定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの導入に関するヒアリング調査①

都道府県名 計画策定 取組内容

埼玉県

○ 定期巡回・随時対応型訪
問介護看護は地域包括ケア
システムの要となる必要不
可欠なサービスと認識し、
積極的に普及支援の取組を
実施。

○ 5年ごとに県政運営の指
針となる総合計画「埼玉県
5か年計画」（計画期間：
平 成 24 年 度 ～ 平 成 28 年
度）において、定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の
普及促進を重要施策として
位置づけ、普及促進に向け
た各種支援を展開。

○ 平成24年度は2市を対象とし、開始準備経費等の助成などによる事
業所立ち上げ支援や、ケアマネジャー等を対象とした説明会の開催に
よる周知・理解促進の取組、ならびに事業所立ち上げ後における利用
実態の調査分析などモデル事業を展開。

○ 平成25年度以降は、モデル事業で得られた知見やノウハウを活用し、
市町村や地域包括支援センター職員に対する研修、住民やケアマネ
ジャーなどへの出前講座、サービスの整備を検討している市町村や新
規参入意向のある介護事業者への情報提供等を実施。

○ 平成27年度は、県内外の事業者へアンケート・ヒアリング調査を実
施して得られた開設・経営に係るノウハウを盛り込んだ「定期巡回・
随時対応サービス 開設・経営の手引き」を作成。開設後の赤字経営
を憂慮し、参入に二の足を踏んでいる事業者に向け、安定的な収支モ
デルを提示。さらに手引きを活用し、県主催で開設見込みの事業者を
対象にセミナーを2回開催。

○ 平成28年度は、運営等に係る助言を行う事業所向けのアドバイザー
派遣、ケアマネジャーを対象としてケアプランへの位置づけ方や効果
的な利用実例を示すセミナーを開催。事業者連絡会の結成支援も実施。

兵庫県

○ 定期巡回・随時対応型訪
問介護看護は、県内のどこ
に居住していても24時間安
心して在宅生活を続けられ
るという意味で、第6期介
護保険事業計画においても
重要事項として位置づけて
おり、重点的に取り組んで
いる。

○ 平成24年度から普及セミナーの開催など、普及啓発に努めてきた。
平成27年度には、参入後の人件費補助を行うモデル事業を創設。平
成29年度からは、対象を新たに参入する全ての事業者に拡大し、1人
分の人件費相当分を補助することにしている。訪問看護師の研修費用
補助やICT活用への補助も実施。

【出典】平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「訪問によるサービス提供を行う介護保険サービスの実態と今後のあり方に関
する調査研究事業報告書」（平成29年3月）株式会社三菱総合研究所（平成29年1月～3月実施）

○ 都道府県の取組等
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定期巡回・随時対応サービス開設・経営の手引き（平成27年１０月埼玉県福祉部地域包括ケア課作成）

第１章 事業理解のために

１．サービスの特徴 定期巡回・随時対応サービスの概要説明

２．サービスの利用例 具体的事例の紹介

３．県内の今後の展望 平成27年度から2年で約2倍の需要見込み。事業展開方法を検討する際に高齢者密度
（1k㎡あたり高齢者何人居住しているか）を活用。

第２章 開業時のポイント

１．開業時の準備

（１）準備期間と実施事項 開設までの準備期間（2～6ヶ月）。事業理解のため社内外で勉強会を開催。

（２）初期投資と収支 開業時に必要な費用は約700万円。通信機器は利便性と費用のバランスを考慮。

（３）人員体制と人員確保 既存事業との勤務体制を検討。事業の魅力を伝えて意欲ある人員を確保。

（４）訪問看護の役割と類型 一体型は医療連携の円滑化がメリット、連携型は開業時の採算性がメリット。

２．地域性を考慮したサービス提供範囲 移動時間は片道15分間が一般的。移動時間を考慮し対象範囲を決定、市町村と相談し
段階的にエリアを拡大。

３．事業形態別収支モデル

（１）訪問介護との併設モデル 従事者の効率的な兼務によりヘルパー稼働率の向上を実現。既存顧客からの移行で円
滑開業が可能。

（２）介護老人保健施設との併設モデル 夜勤者がオペレーター兼務。相談員の横断的会議で拠点全体での在宅復帰支援を強化。

（３）訪問看護との併設モデル 看護職員と介護職員の専門性と役割分担を明確にして業務負荷の軽減。

（４）社会福祉法人による運営モデル 在宅支援強化のための職員育成の機会。特養の安心感を地域の高齢者にも提供、地域
包括ケアの具体化。

第３章 継続経営のポイント

１．利用者確保のポイント 正しい事業理解・事業説明の実施方法に留意して利用者を確保。

２．ケアマネジャーとの連携 緊密連携による情報共有、積極的提案。生活援助の細分化と工夫により短時間訪問を
実現。

３．事業拡大のための人員確保 利用者対職員比率は2.5対1程度に。全員参加の研修とキャリアパスの明示により人材
定着率の向上

第４章 市町村による支援のポイント

１．市町村（保険者）の役割

（１）開業時の役割 市町村と事業者との連携による普及を実施。市町村によるケアマネジャーや地域住民
への説明会の実施。

（２）開業後の役割 継続的な周知による認知度の向上と利用者の確保。

（手引きの概要）※ 厚生労働省老健局振興課において、手引きを加工したもの。
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（参考）収支モデルの例（埼玉県の取組）①

13【出典】定期巡回・随時対応サービス開設・経営の手引き（平成27年10月、埼玉県福祉部地域包括ケア課）



（参考）収支モデルの例（埼玉県の取組） ②

14【出典】定期巡回・随時対応サービス開設・経営の手引き（平成27年10月、埼玉県福祉部地域包括ケア課）



（参考）収支モデルの例（埼玉県の取組） ③

15【出典】定期巡回・随時対応サービス開設・経営の手引き（平成27年10月、埼玉県福祉部地域包括ケア課）



定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの導入に関するヒアリング調査②

保険者名 計画策定 取組内容

川崎市

○ サービスへのニーズが顕在化し
ていないため、ニーズ把握と計画
策定が困難（特に稼働率の低い小
規模多機能型居宅介護について）。

○ 高齢保健福祉計画において、通
所・短期入所（訪問看護）のサー
ビス利用状況から、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護と小規模多
機能型の潜在的な利用者を推計し、
将来的な必要整備数を設定。

○ 事業所数よりも1事業所当たり
の利用者数を伸ばす方を優先して
いる。

○ 訪問介護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
の連携によるサービス提供の仕組み（「地域連携型サービ
ス」） を導入し、サービス供給力の拡大及び普及に向けた取
組を実施。

○ ケアマネジャーがアセスメント・課題把握・プラン組み立て
において、地域とのつながりや保険外サービスなども生かして、
利用者の生活全体を総合的に支える視点を持てるよう、研修教
材を作成し、展開。

福岡市

○ 各行政区（7つ）に2事業所ずつ
の設置を目指している。目標達成
までもう少しの段階。

○ 新規開設事業所については、地域包括支援センターへの情報
提供などの紹介を実施（利用者確保に向けた支援）。

○ 公募で事業所を採択（公募は年間1回（場合によっては2
回）実施）。

○ 平成28年12月より福岡市介護保険外サービス情報提供サイ
トを立ち上げており、これまで行政では把握していなかった民
間の提供する保険外サービス情報の蓄積と市民への情報提供を
同時に実現。

大牟田市

○ 第6期計画では、まずは1事業所
立ち上げることを目標に開設。第
7期においても作る必要はあると
考えている。

○ 事業者連絡会主催の会議に毎回市の職員が参加し、密に連携。

【出典】平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「訪問によるサービス提供を行う介護保険サービスの実態と今後のあり方に関
する調査研究事業報告書」（平成29年3月）株式会社三菱総合研究所（平成29年1月～3月実施）

○ 保険者の取組等
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの導入に関するヒアリング調査③

事業所名 開設にあたり工夫したこと サービスの運営状況

エイプレイ
ス麻生

○ スタート時は、居宅介護支援事業所を併設し
ているわけでもなく、訪問介護の顧客が付いて
いたわけでもないため、認知度の向上に力を注
いだ。そもそも訪問介護との併用ではなく、
「定期巡回で事業を成り立たせるにはどうする
か」の視点で取り組みを進めた。前例のない形
であるため、「定期巡回を行いたい」という職
員の強い気持ちが原動力となった。

○ 地域連携型を進めるに当たっての連携先構築
では、その都度説明を行い、賛同を得る形で協
力・連携の輪を広げていった。現在の連携先は、
看護で8ヶ所、介護で9ヶ所。川崎市定期巡回・
随時対応型訪問介護看護ホームページの資料に
記載のある定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域連携型サービス導入事業者一覧には5事業
所の記載があるが、実際に地域連携を行ってい
るのは当事業所のみである。

○ 当初から利用者確保が見えていたわけではな
く、何となく1年後20名という計画でスタートし
た。結果、開設1年後（平成28年1月）に利用者
22名を確保し、翌月に単月黒字化を達成してい
る。

○ しかし、時期により入院等が増えるため、20
名前後の利用者では収支変動が大きく、安定は
していない。そのため、もう少し規模を拡大さ
せる必要があると思っている。またスタッフの
入れ替えもあり、体制を根付かせるには、まだ
時間が必要である。

いずみの園
コールセン
ター24時間
サービス

○ サービス開設前に定期・随時訪問が効果的と
考えられる利用者像について事業所内で検討し
た。要介護度は軽度であるが認知症の人、要介
護度が重いが在宅生活を希望する方で定期的な
身体介護（おむつ交換など）が必要な人等が効
果的であり、当時の利用者に多いと考えられた。

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業単独
では事業として人員確保に厳しいが、当事業所
は介護保険事業としてヘルパーステーション全
体で見ているため、収支は黒字になっている。

○ 居宅事業所・民生委員・医療機関等への広報
活動を行い、地域住民や医療ソーシャルワー
カー、ケアマネジャーに定期巡回・随時対応
サービスについて説明している。

【出典】平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「訪問によるサービス提供を行う介護保険サービスの実態と今後のあり方に関
する調査研究事業報告書」（平成29年3月）株式会社三菱総合研究所（平成29年1月～3月実施）

○ 事業所の運営状況等

17



24時間地域巡回型訪問サービス導入後の評価①

利用者の状態像等 サービス導入後の評価

事
例
１

・男性86歳 日常生
活自立度（障害Ｃと
認知症Ⅲ）

・脳梗塞後後遺症左
麻痺、大腸がん等

・ 排 泄 介 助 を 朝 ・
昼・夜間を毎日。

・訪問看護・訪問診
療を利用している。

・妻と二人暮らし。
妻 も 高 齢 （ 要 支 援
２）。親戚も近くに
いない。

利用者の状態変化とその要因
・ 緊急コールの減少（以前は夜間対応型訪問介護の緊急コールを月に２～３回・深夜帯に利用していたが、

23時の定期巡回を導入することで、緊急コールは０回）
家族等の介護負担（身体的負担）の変化とその要因
・ 訪問回数を重ねることで、主介護者からの信頼を得ることができ、介護者にケアを任せることができ、介

護負担の軽減につながった。
家族の精神的負担の変化とその要因
・ 介護負担を軽減することで、主介護者が精神的な余裕を持って、本人に向き合うことができた。
経済的負担の変化とその要因
・ モデル事業の導入により、指定訪問介護のサービスをモデル事業に振替、自己負担の軽減につながった。
上記について介護支援専門員が関与したことによる効果・利点など
・ 経緯を知る介護支援専門員が入ることで、サービスの導入を円滑に行うことができた。
・ 指定訪問介護や訪問看護等の全体の調整を介護支援専門員が行うことで、生活全般を他職種間で支える体

制を構築することができた。
・ 妻のプランとのバランスを考えた調整を行うことができた。

事
例
２

・83歳、女性、要介
護４，日常生活自立
度（障害Ｃと認知症
Ⅱ）

・肝臓がん末期、糖
尿病、高血圧症等

・排泄介助、食事介
助、入浴介助その他
全般介助が必要。

・もともと一人暮ら
しだが、退院後、長
女が9時～21時まで
通いで介護し、最期
を自宅で過ごして欲
しいという家族の強
い希望あり。

利用者の状態変化とその要因
・ １日複数回の排泄介助により皮膚トラブルの悪化を最小限に留めた。
・ 社交的な性格で訪問時に介護スタッフとの会話を楽しむことができた。
・ 在宅復帰することができた。
家族等の介護負担（身体的負担）の変化とその要因
・ 排泄介助・軟膏の塗布を介護スタッフに任せることができ、その他の介護に集中できた。介護スタッフが

頻繁に訪問することで本人の身体状況で不安な点がある場合もタイムリーに相談できた。
・ 医療と介護が連携しながらサービス提供を実施でき、安心感の大きなサービスを提供できた。
家族の精神的負担の変化とその要因
・ コール端末を押すことでいつでも相談でき、必要なときは随時対応が利用できることで、安心感を得るこ

とができた。
・ 東京郊外からの通いでの介護生活であったが、24時間安心できる居宅サービス計画があり、負担に軽減に

つながった。
経済的負担の変化とその要因
・ 入院中も差額ベッド代の負担があり、実質、家政婦を導入しながらの介護で負担額は増えたが、それに以

上に大きな満足を得ることができた。
ケアマネジメント目標の達成状況
・ ほぼ達成することができた。

【出典】平成23年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「24時間地域巡回型訪問サービス提供体制におけるケアマネジメントのあり方
の調査研究事業報告書」（平成24年3月）一般社団法人日本介護支援専門員協会

○ サービス導入後の評価（利用者の状態、家族等の介護負担、精神的負担、経済的負担、ケアマネジメント目標の達成状況など）
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24時間地域巡回型訪問サービス導入後の評価②

利用者の状態像等 サービス導入後の評価

事
例
３

・男性88歳、要介護４，障害

自立Ａ２，認知度Ⅲb

・高血圧症、腰椎ヘルニア、膀
胱がん、義足装着、皮膚疾患

・就寝時の排泄介助と緊急時の
対応が必要。

・発熱や腰痛の訴えあり。

・妻と同居、同敷地内に長女夫
婦居住・次女は県外にいるが

介護力はない。
・ 今 ま で 17 時 の 時 点 で ヘ ル

パーが確認し、それ以降は認

知症夫婦2人の生活。夜間訪
問をしたら、夜間は暴力、暴

言が見えた。

・ 24時間地域巡回型訪問サービスを導入したことで、今まで見えなかった生活パターンや昼間と夜

間の本人の精神状態の違い、排泄では、朝の起床時の尿汚染の軽減による身体状況悪化、発熱が減

少。
・ 家族が排泄に関われない為24時間地域巡回型訪問サービスの導入は介護の負担、身体的介護の軽

減に繋げられている。
・ 介護保険では経済的負担が大きい。

・ 家族との連携を密にし、関係機関との連携にて在宅で穏やかに、暮らせている。家族との連絡調

整や各機関との連携は効果がある。

事
例
４

・女性、76歳、要介護３、障
害自立Ａ２、認知自立Ⅱb

・高血圧症、変形性膝関節症、

心房細動

・生活全般に支援が必要。

・一人暮らし、隣の市に一人息
子夫婦がいる。日中の対応は

できないが、買い物や金銭管
理を行う。

・経済的にも困窮しているため
精神的にも苦しい状態。

・ 24時間地域巡回型訪問サービスを１日３回（8:00／12:45／20:45）行い、介護保険では対応でき
ない部分を訪問することで、栄養バランスを考えた食事の提供と定期的な排泄の支援を行えるよう
になった。

・ その結果体調の変化の把握や管理がしっかり行え、状態が安定し、入院することなく在宅での生

活が継続できている。

・ ヘルパーの支援により家族の負担が軽減され、モデル事業では経済的にも負担が無く、ケアマネ
ジメントの目標達成につながった。

・ 適切なプランにより効果がみられ定期巡回の必要性は大きい。

【出典】平成23年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「24時間地域巡回型訪問サービス提供体制におけるケアマネジメントのあり方
の調査研究事業報告書」（平成24年3月）一般社団法人日本介護支援専門員協会

○ サービス導入後の評価（利用者の状態、家族等の介護負担、精神的負担、経済的負担、ケアマネジメント目標の達成状況など）
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１．自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進
(6) ニーズに応じたサービス内容の見直し
【中重度者の在宅生活を支えるサービス機能の強化】
○ 要介護者等の在宅の高齢者が安心して生活するためには、要介護度が高い人にも対応可能な

サービスが提供できる体制の整備が必要である。しかし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や
小規模多機能型居宅介護等の単身・重度の要介護者等に対応し得るサービスの普及が十分に進ん
でいないのが現状である。

○ 現場からの声として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、日中についても、オペ
レーターと随時対応訪問介護員の兼務を可能にして欲しいとの要望が多いとの調査結果がある。

○ これらの状況やサービスの利用実態などを踏まえ、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機
能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密着型サービスについては、
・ サービス提供量を増やす観点
・ 機能強化・効率化を図る観点
から人員要件や利用定員等の見直しを平成30年度介護報酬改定にあわせて検討することとするの
が適当である。

なお、地域密着型サービスの担い手を安定的に確保する観点から、適切な報酬水準を確保でき
るような介護報酬とすべきとの意見や、これらのサービスについては、公募指定をした後の保険
者による支援の有無によって事業の進捗に大きな差が生じているため、保険者による継続的な支
援が大切との意見もあった。

３．地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等
(2) 介護人材の確保（生産性向上・業務効率化等）
○ このため、介護ロボットやＩＣＴ化に関する実証事業の成果を十分に踏まえた上で、ロボッ

ト・ＩＣＴ・センサーを活用している事業所に対する、介護報酬や人員・設備基準の見直し等を
平成30年度介護報酬改定の際に検討することが適当である。その際、人員・設備基準の見直しは
慎重を期すべきという意見や、ロボット・ＩＣＴの導入支援が必要との意見、ロボット・ＩＣＴ
の操作や活用、安全性に関する研修機会の確保が必要との意見にも留意する必要がある。 20

介護保険制度の見直しに関する意見（平成28年12月９日社会保障審議会介護保険部会）



定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する調査結果（平成27年10月時点）

【出典】平成27年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実態と効率的なサー
ビス提供のあり方に関する調査研究事業」（平成28年3月） 一般社団法人 24時間在宅ケア研究会

利用者の世帯状況をみると、単身世帯が68.5％と割合が高く、高齢者のみ世帯が18.6％となってい
る。合計すると高齢者のみの世帯が87.1％となっている。

利用者の世帯状況

68.5% 18.6% 12.7%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者の世帯状況（n＝165）

単身世帯 高齢者のみ世帯 その他の同居世帯 不明

総合マネジメント強化加算を取得している事業所数は85.5％である。

総合マネジメント体制強化加算の算定状況

85.5% 12.5% 2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

利用者の世帯状況（n＝200）

加算を取得している 加算を取得していない 未回答
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実態（平成2７年１０月）

・夜間のオペレーターの兼務状況では、「事業所内で随時訪問介護員を兼務している」が
69.0％、「事業所内で定期訪問介護員を兼務している」が65.0％となっている。

・「兼務していない」は4.0％に過ぎず、ほとんどの事業所で夜間のオペレーターは他業務と
兼務している。

夜間のオペレーターの兼務状況（複数回答）（ｎ＝200）

【出典】平成27年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実態と効率的なサー
ビス提供のあり方に関する調査研究事業」（平成28年3月。一般社団法人 24時間在宅ケア研究会）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対するアンケート及びヒアリング調査

69.0%

65.0%

21.5%

4.0%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業所内で随時対応訪問介護員を兼務

事業所内で定期訪問介護員を兼務

併設（敷地内含む）他施設等職員が兼務

兼務していない

集約しているためオペレーターなし
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実態（平成2７年１０月）

・オペレーターが通信を受ける体制では、「コールセンターに通信機器を固定設置し、かつモバイル
機器にて通信を受けている」事業所が45.0％となっている。

オペレーターの通信を受ける体制（ｎ＝200）

【出典】平成27年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実態と効率的なサー
ビス提供のあり方に関する調査研究事業」（平成28年3月。一般社団法人 24時間在宅ケア研究会）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対するアンケート及びヒアリング調査

22.5% 45.0% 28.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コールセンターに通信機器を固定設置

コールセンターに通信機器を固定設置＋モバイル

機器を活用
モバイル機器のみ活用

その他

・オペレーターが利用者情報を把握するための方法は、「通信を受信する機器と同一の機器にて情報を
把握」している事業所が29.5％、「情報を受信する機器とは別の専用機器にて情報を把握」してい
る事業所が26.5％であり、合計すると利用者情報の把握を電子化している事業所が56.0％になる。

29.5% 26.5% 24.0% 16.0% 1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

通信機器＝情報管理機器

通報機器とは別の専用機器で情報を把握

紙媒体の利用者ファイル

事業所内のパソコン

その他

オペレーターによる利用者情報の把握方法（ｎ＝200）
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所からの要望（平成2７年１０月）

・オペレーターの基準や兼務条件に対する要望では、「日中の随時訪問介護員の兼務を認めて
欲しい」とする事業所が72.5％となっている。

・夜間については既に7割のオペレーターが随時訪問介護員を兼務しており、日中においても
オペレーターの随時訪問介護員兼務に対する制限を緩和して欲しいとの要望が大きい。

オペレーターの基準・兼務要件で要望すること（複数回答）（ｎ＝200）

【出典】平成27年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実態と効率的なサー
ビス提供のあり方に関する調査研究事業」（平成28年3月。一般社団法人 24時間在宅ケア研究会）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対するアンケート及びヒアリング調査

45.5%

38.0%

5.5%

72.5%

2.5%

39.0%

37.5%

1.5%

43.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ICT活用による資格要件の緩和

利用者が少数の場合等における資格要件の緩和

その他の資格要件に関する要望

日中の随時訪問介護員の兼務

その他、時間帯要件緩和要望

日中の併設施設等職員兼務

兼務可能な併設施設種類の拡大

その他、兼務要件緩和要望

随時対応サービスの集約を日中も可能に

その他、集約要件緩和要望

資格関連

時間帯関連

兼務関連

集約関連
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実態（平成2７年１０月）

・ 併設の集合住宅に居住する利用者は平均7.4人（44.8%）、非併設の集合住宅に居住する利用者は
平均3.5人（21.1%）。

居住形態別利用者数（事業所当たり平均）（ｎ＝200）

【出典】平成27年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実態と効率的なサー
ビス提供のあり方に関する調査研究事業」（平成28年3月。一般社団法人 24時間在宅ケア研究会）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対するアンケート及びヒアリング調査 25

7.4

3.5

5.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

併設集合住宅に居住 非併設集合住宅に居住 集合住宅以外に居住

（人）

※１ 併設の集合住宅：事業所と同一建物、同一敷地または隣接する建物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け
住宅に限る）

※２ 非併設の集合住宅：※１の併設の集合住宅以外の集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限
る）



定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実態（平成2７年１０月）

・集合住宅型は併設型、非併設型のいずれも相対的に利用者の要介護度が低い。

「住宅型」別要介護度平均（ｎ＝200）

【出典】平成27年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実態と効率的なサー
ビス提供のあり方に関する調査研究事業」（平成28年3月。一般社団法人 24時間在宅ケア研究会）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に対するアンケート及びヒアリング調査

平均要介護度

集合住宅（併設）型 2.55
集合住宅（非併設）型 2.61

地域型 2.90

混合型 2.81

5.9

2.2 2.0
3.0

0

2

4

6

8

集合住宅（併設）型 集合住宅（非併設）型 地域型 混合型

（回）

・集合住宅（併設）型の利用者１人・１日当たりのサービス提供回数は定期訪問、随時訪問、コール件
数のいずれにおいても他の住宅型を上回っている。

利用者１人・1日当たりの定期訪問回数（ｎ＝200） 利用者１人・1日当たりの随時訪問回数（ｎ＝200）

0.5

0.3

0.1

0.3

0

0.2

0.4

0.6

集合住宅（併設）型 集合住宅（非併設）型 地域型 混合型

（回）

利用者１人・1日当たりのコール件数（ｎ＝200）
0.9

0.3

0.1
0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

集合住宅（併設）型 集合住宅（非併設）型 地域型 混合型

（回）
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27

サービス提供におけるＩＣＴ機器等の活用（平成29年1月）

・ サービス提供におけるＩＣＴ機器等の活用をしている事業所は、約６割であり、そのうち、具体的
に活用している内容としては「利用者からの連絡用のコール端末」が約８割となっている。

【出典】平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「高齢者の在宅生活継続に向けたサービスの在り方に関する調査
研究報告書」（平成29年3月。エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社） 在宅サービスの提供実態に関する調査（定期巡回・
随時対応型訪問介護看護）

36.5

4.6

58.9

0 10 20 30 40 50 60 70

活用していないし、今後も導入する予定もない

活用していないが、今後導入予定である

活用している

（％）

58.9
3.9

39.5
65.1

83.7
11.6
12.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

介護報酬請求業務の効率化のためのシステムやソフトウェア

医療機関や家族、介護支援専門員との連絡用のテレビ電話

職員の勤務シフトや業務日誌等を管理するシステム

利用者の情報やケア記録、申し送り事項等を共有可能なシステム

利用者からの連絡用のコール端末

小型GPS等の利用者の位置情報が把握可能な携帯端末

利用者の自宅に設置する見守り装置、センサー

（％）

サービス提供におけるＩＣＴ機器等の活用（ｎ＝２１９）

具体的に活用しているＩＣＴ機器等（複数回答）（ｎ＝１２９）



28

サービスに参入した理由、参入後の障壁・課題（平成29年1月）

・ サービスに参入した理由としては「法人の方針のため」が約８割であり、「保険者の要望があった
ため」は約１割となっている。また、参入の障壁・課題として、約６割の事業所が「利用者が集中する
時間帯の職員体制の構築」となっている。

【出典】平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業「高齢者の在宅生活継続に向けたサービスの在り方に関する調査
研究報告書」（平成29年3月。エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社） 在宅サービスの提供実態に関する調査（定期巡回・
随時対応型訪問介護看護）

5.0
22.4

77.6
11.4

7.3
5.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

包括報酬であるため

利用者の状態から必要性を感じたため

法人の方針のため

保険者の要望があったため

地域からの要望があったため

本人や家族の要望があったため

（％）

27.4

19.6

34.7

59.8

0 10 20 30 40 50 60 70

利用者、家族への周知や理解

利用者の既存のサービスからの切り替え

夜間、深夜の訪問体制の構築

利用が集中する時間帯の職員体制の構築

（％）

サービスに参入した理由（複数回答）（ｎ＝２１９）

サービスに参入後に実感している障壁・課題（複数回答）（ｎ＝２１９）



夜間対応型訪問介護
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基本的には、利用対象者３００人程度を想定

人口規模にすれば２０万程度

まずは都市部でのサービス実施を想定

常駐オペレータ

定期巡回

定期巡回を利用する
人もいる

随時対応

利用者からの通報により
随時訪問を行う

定期巡回

通報

利用者はケアコール端
末を持つ

在宅にいる場合も、夜間を含め２４時間安心して生活できる体制の整備が必要であるとの考えから、平
成１８年４月に、夜間における「定期巡回」と「通報による随時対応」を合わせた「夜間対応型訪問介
護」が創設された（夜間における訪問介護サービスの提供のみを想定したサービス類型）。

夜間対応型訪問介護のイメージ図
※ 夜間の訪問介護のみを実施
するサービス類型であり、日中
の訪問介護は含まれない。

夜間対応型訪問介護の概要
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夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

サービス内容
・夜間における身体介護 ・日中・夜間における身体介護、生活援助、

訪問看護

人
員
基
準

オペレーター

・提供時間帯を通じて1以上
・定期巡回サービス及び同一敷地内の指定
訪問介護事業所並びに指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業所の職務への
従事可能

※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不
要

・提供時間帯を通じて１以上
・定期巡回サービス、訪問看護、同一敷地内
の訪問介護事業所、訪問看護事業所、夜間
対応型訪問介護事業所の職務への従事可能

・併設施設等（短期入所、特定施設、特養、
老健、小規模多機能、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、複合型
ｻｰﾋﾞｽ等）の夜の職務に従事可

・夜間の随時訪問サービスに従事可

面接相談員

・１以上（オペレーター又は訪問介護員等
との兼務可）

※オペレーションセンターを設置しない場合は配置不
要

－

計画作成責任者 －
・１以上（オペレーター、訪問介護員等、看
護職員との兼務可）

定期巡回サービスを行
う訪問介護員等

・必要な数以上 ・必要な数以上

随時訪問サービスを行
う訪問介護員等

・提供時間帯を通じて１以上
・定期巡回サービス又は同一敷地内にある
指定訪問介護事業所若しくは定期巡回・
随時対応型訪問介護看護の職務に従事す
ることができる

・提供時間帯を通じて１以上
・定期巡回サービス又は同一敷地内にある訪
問介護事業所若しくは夜間対応型訪問介護
事業所の職務に従事することができる

オペレーションセンター
・通常の事業の実施地域内に1か所以上設
置（設置しなくても可）

・設置する必要はない

計画の作成
・オペレーター又は面接相談員が作成
※オペレーションセンターを設置しない場合は訪問介
護員等が作成

・計画作成責任者が作成

夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の比較
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指定夜間対応型訪問介護のイメージ（1月あたり）

基本サービス費 事業所の体制に対する加算・減算

オペレーショ
ンサービスの
利用

981単位

定期巡回サービス
368単位／回

随時サービス
560単位／回

（※）754単位／回
（※複数名による場合）

市町村独自の要件
（150単位、100単位、

50単位）

介護福祉士等を一定割合以上配置＋研修等の実施 （※）

（１８、12単位／回、１２６、84単位）

日中のオペレーション
サービスの実施

（610単位）

※ 加算・減算は主なものを記載

2,667単位

オペレーションセンター未設置

※設置していても事業者が選択可能

オペレーションセンター設置

（注）※印の加算については、以下のとおり算定する。
オペレーションセンター設置 ：１８、12単位／回
オペレーションセンター未設置：126、84単位

夜間対応型訪問介護の介護報酬について
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（資料出所）厚生労働省「介護給付費実態調査」（各年4，10月審査分）

夜間対応型訪問介護の事業所数・利用者数等
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１事業所あたり利用者数の推移

■事業所数の推移

○ 請求事業所数はH27.4までは微増傾向にあったが、以降は微減しており182事業所、１事業所あたりの平均利用者
数はH25.4からH27.4にかけて大きく減少し、以降はほぼ横ばい、直近では43.4人となっている。

○ 利用者数は約7,900人、要介護2の利用者が約2,100人（約26％）で最も多いが、他の要介護度で利用者数に大き
な差はない。

■ 夜間対応型訪問介護の受給者数（要介護度別）
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出典：介護給付費実態調査各月審査分

夜間対応型訪問介護受給者数の推移 （要介護度別）

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

7,900
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